
平成２３年第１回（３月）泉崎村議会定例会報告

１、会 期 平成２３年３月３日（木）～３月１５日（火）１３日間

２、議 案 等 報告 １件

議案 ２５件

議員発議 ３件

３、一 般 質 問 平成２３年３月１０日（木） ４名

４、請願・陳情 請願書 １件

陳情書 ２件

◎議案等の審議及び概要は次のとおりです。

報告第 １号 専決処分の承認を求めることについて【 】

（原案可決） ◇福島県市町村総合事務組合を組織する団体数の減少及び構成する団体

の名称変更による福島県市町村総合事務組合の規約の変更について、専

決処分したので、議会に報告し承認を求めるものです。

議案第 １号 泉崎村国民健康保健条例の一部を改正する条例【 】

（原案可決） ◇出産育児一時金の支給が平成 年４月１日から恒久化されること及び23
平成 年４月１日より国民健康保険の被保険者の０割負担を 歳までと23 15
するため条例の一部を改正するものです。

議案第 ２号 泉崎村職員消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例【 】

。（原案可決） ◇新たに機能別消防団制度を導入するため条例の一部を改正するものです

議案第 ３号 泉崎村道路占用料徴収条例の一部を改正する条例【 】

（原案可決） ◇道路法施行令の一部改正に伴い、国県に準拠し条例の一部を改正するも

のです。

議案第 ４号 泉崎村定住促進条例の一部を改正する条例【 】

（原案可決） ◇本条例が平成 年３月 日付けで有効期限を迎えることから、販売促23 31
進のためさらに２ヶ年延長するものです。

議案第 ５号 白河地方広域市町村圏整備組合規約の変更について【 】

（原案可決） ◇地方自治法第 条第１項の規定により規約を変更するため、同法第286
条の規定に基づき議会の議決を得るものです。290

議案第 ６号 自主的財政再建計画（第Ⅲ期）について【 】

（原案可決） ◇福島県市町村振興基金借換に際し、新たに計画（第Ⅲ期）を策定し、財

政の健全化に取り組むものです。

議案第 ７号 平成 年度泉崎村一般会計補正予算（第４号）【 】 22
（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 千円を追加し、歳入歳80,982

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 千円とするものです。4,499,954
議案第 ８号 平成 年度泉崎村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）【 】 22

（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 千円を追加し、歳入歳28,445
出予算の総額を歳入歳出それぞれ 千円とするものです。763,905



議案第 ９号 平成 年度泉崎村老人保健特別会計補正予算（第４号）【 】 22
（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 千円を減額し、歳入歳出650

予算の総額を歳入歳出それぞれ 千円とするものです。969
議案第１０号 平成 年度泉崎村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）【 】 22

（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額から歳入歳出 千円を減額し、歳入歳出予算の総212
額を歳入歳出それぞれ 千円とするものです。46,869

議案第１１号 平成 年度泉崎村介護保険特別会計補正予算（第３号）【 】 22
（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 千円を追加し、歳入歳10,925

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 千円とするものです。396,020
議案第１２号 平成 年度泉崎村農業集落排水処理事業特別会計補正予算（第３号）【 】 22

（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 千円を減額し、歳入歳5,000
出予算の総額を歳入歳出それぞれ 千円とするものです。478,655

議案第１３号 平成 年度泉崎村水道事業会計補正予算（第２号）【 】 22
（原案可決） ◇資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額及び過年度分損益勘定留

保資金処分額を改め、資本的支出の予定額の補正するものです。

議案第１４号 平成 年度泉崎村工業用地造成事業会計補正予算（第３号）【 】 22
（原案可決） ◇業務の予定量の土地売却面積 ㎡を ㎡に改め、収益的25,283.70 8,170.93

、 。的収入及び支出の予定額 当年度損益勘定留保資金等を補正するものです

議案第１５号 平成 年度泉崎村住宅用地造成事業会計補正予算（第３号）【 】 22
（原案可決） ◇業務の予定量の土地売却面積 ㎡を ㎡に改め、収益的18,382.30 2,544.64

収入及び支出の予定額、当年度損益勘定留保資金等を補正するものです。

議案第１６号 平成 年度泉崎村一般会計予算【 】 23
。（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 千円と定めるものです3,185,000

（前年度対比 ％減）26.5
議案第１７号 平成 年度泉崎村国民健康保険特別会計予算【 】 23

（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 千円と定めるものです。754,866
（前年度対比 ％増）2.4

議案第１８号 平成 年度泉崎村後期高齢者医療特別会計予算【 】 23
。（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 千円と定めるものです46,456

（前年度対比 ％減）0.9
議案第１９号 平成 年度泉崎村国民健康保健診療所特別会計予算【 】 23

（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 千円と定めるものです。67
（前年度対比 ％減）95.6

議案第２０号 平成 年度泉崎村介護保険特別会計予算【 】 23
（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 千円と定めるものです。383,631

（前年度対比 ％増）7.8
議案第２１号 平成 年度泉崎村介護老人保健施設特別会計予算【 】 23

（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 千円と定めるものです。417
（前年度対比 ％減）8.8

議案第２２号 平成 年度泉崎村農業集落排水処理事業特別会計予算【 】 23
、 。（原案可決） ◇歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 千円と定めるものです239,243



（前年度対比 ％減）46.2
議案第２３号 平成 年度泉崎村水道事業会計予算【 】 23

（原案可決） ◇業務の予定量

・給水戸数 戸1,902
896,544t・年間総給水量

2,456t・１日平均給水量

収益的収入及び支出、資本的収入及び支出の予定額を定めるものです。

（前年度対比 ％減）3.9
議案第２４号 平成 年度泉崎村工業用地造成事業会計予算【 】 23

、 、 、（原案可決） ◇業務の予定量は 土地売却面積 ㎡と定め 収益的収入及び支出40,000
資本的収入及び支出の予定額を定めるものです。

（前年度対比 ％減）23.0
議案第２５号 平成 年度泉崎村住宅用地造成事業会計予算【 】 23

、 、 、（原案可決） ◇業務の予定量は 土地売却面積 ㎡と定め 収益的収入及び支出5,447.17
資本的収入及び支出の予定額定めるものです。

（前年度対比 ％減）69.2

＊採択されました陳情は、議員発議により議会に提案され、可決後、意見書とし◎発 議

て国県等の関係機関に、積極的に働きかけを行うものです。

発議第 １号 ＴＰＰ交渉への参加に反対する意見書の提出について【 】

発議第 ２号 年度年金引き下げ撤回と無年金・低年金者に緊急措置を求める意見書【 】 2011
の提出について

発議第 ３号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書の提出について【 】

◎請 願 書

受理№１ ＴＰＰ交渉参加に反対する請願

（採択） 提出者：白河農業協同組合 代表理事組合長

◎陳 情 書

受理№１ 年度年金引き下げ撤回と無年金・低年金者に緊急措置を求める陳情書2011

（採択） 提出者：全日本年金者組合 白河支部長

受理№２ 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の陳情について

（採択） 提出者：日本労働組合総連合会福島県連合会

白河地区連合会議長

（以上）




